
一
頁

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

要
綱

第
一

労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
改
正

一

事
業
者
の
行
う
べ
き
調
査
等

事
業
者
は
、
建
設
物
、
設
備
、
作
業
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

（一）
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
あ
る
化
学
物
質

等
に
係
る
調
査
以
外
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
製
造
業
等
の
業
種
に
属
す
る
事
業
者
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二

十
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、

の
措
置
に
関
し
て
、
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
の
二
第

（二）

（一）

二
項
関
係
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、

の
指
針
に
従
い
、
事
業
者
に
指
導
、
援
助
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

（三）

（二）

第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
関
係
）

二

製
造
業
等
の
元
方
事
業
者
等
の
講
ず
べ
き
措
置

製
造
業
等
の
事
業
の
元
方
事
業
者
は
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

（一）



二
頁

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
第
一
項
関
係
）

分
割
発
注
の
た
め

の
措
置
を
講
ず
べ
き
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
発
注
者
等
は
、

の
措
置
を
講
ず
べ
き
者
と

（二）

（一）

（一）

し
て
一
人
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
の
二
第
二
項
関
係
）

三

化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
の
改
造
等
の
仕
事
の
注
文
者
の
講
ず
べ
き
措
置

化
学
物
質
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
改
造
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作

業
に
係
る
仕
事
の
注
文
者
は
、
当
該
物
に
つ
い
て
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
の
二
関
係
）

四

化
学
物
質
等
に
係
る
表
示
及
び
文
書
交
付
制
度
の
改
善

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
そ
の
譲
渡
又
は
提
供
に
際
し
て
容
器
又
は
包
装
に
名

（一）
称
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
に
追
加
す
る
と
と
も
に
、
容
器
又
は
包
装
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
し
て
、
当
該
物
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
標
章
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
追
加
等

す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
第
一
項
関
係
）



三
頁

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
そ
の
譲
渡
又
は
提
供
に
際
し
て
相
手
方
に
そ
の
名
称

（二）
等
を
文
書
の
交
付
等
の
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
に
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項

関
係
）

五

健
康
診
断
実
施
後
の
措
置
等

労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
の
衛
生
委
員
会
等
へ
の
報
告
を
健

（一）
康
診
断
の
実
施
後
に
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
六
条
の
五
第
一
項
関
係
）

特
殊
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
す
る
そ
の
結
果
の
通
知
に
つ
い
て
、
一
般
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
と
同
様

（二）
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
六
条
の
六
関
係
）

六

面
接
指
導
等

事
業
者
は
、
そ
の
労
働
時
間
の
状
況
等
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
、
厚
生
労
働

（一）
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十

六
条
の
八
第
一
項
関
係
）

労
働
者
は
、

の
面
接
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
事
業
者
の
指
定
し
た
医
師

（二）

（一）



四
頁

以
外
の
医
師
が
行
う

の
面
接
指
導
に
相
当
す
る
面
接
指
導
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
事
業
者
に
提
出
し
た
と
き
は
、
こ

（一）

の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
関
係
）

事
業
者
は
、
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録
、
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
の
医
師
の
意
見
の
聴

（三）
取
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
の
作
業
等
の
変
更
、
医
師
の
意
見
の
衛
生
委
員
会
等
へ
の
報
告
等
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
六
条
の
八
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

面
接
指
導
の
実
施
に
従
事
し
た
者
は
、
知
り
得
た
労
働
者
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

（四）
第
百
四
条
関
係
）

事
業
者
は
、

の
面
接
指
導
を
行
う
労
働
者
以
外
の
労
働
者
で
健
康
へ
の
配
慮
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
必
要
な

（五）

（一）

措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
六
条
の
九
関
係
）

七

計
画
の
届
出
の
免
除

一
の

に
定
め
る
措
置
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
労
働
基
準
監
督
署
長

（一）

が
認
定
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
物
又
は
機
械

等
の
設
置
等
の
計
画
の
届
出
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）



八
教
習
及
び
技
能
講
習
制
度
の
見
直
し 

「
地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
と
「
土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
と
の
統
合
、
「
ボ
イ
ラ

ー
据
付
け
工
事
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
の
廃
止
、
「
特
定
化
学
物
質
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
か
ら
「
石
綿

作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
の
分
離
等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
（
別
表
第
十
七
及
び
第
十
八
関
係
） 

九
そ
の
他 

（
一
）
罰
則
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

（
二
）
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

  

〔
中
略
〕 

  

第
五
そ
の
他 

一
施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
四
は
平
成
十
八
年

十
二
月
一
日
か
ら
、
第
四
の
十
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二
経
過
措
置 

（
一
）
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
の
六
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
の
事
業
場
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

（
二
）
（
一
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則

第
三
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
） 

三
関
係
法
律
の
整
備 

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
関
係
） 

 




